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令和７年10月28日
第　　  641 　　号

　福岡県告示第626号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定の解除をしようとする旨の通知を受けた

ので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　解除予定保安林の所在場所

　　朝倉市杷木星丸字清浄谷1242の２・1243の１（以上２筆について次の図に示す部分

に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　解除の理由

　　土地改良事業用地とするため

　（「次の図」は、省略し、その図面を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び朝倉市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第627号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定の解除をしようとする旨の通知を受けた

ので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　解除予定保安林の所在場所

　　朝倉市杷木松末字小汐139の３（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵
かん

養

３　解除の理由

　　土地改良事業用地とするため

　（「次の図」は、省略し、その図面を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び朝倉市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

目　　　次
　　　　告　　　示（第626号−第631号）

○解除予定保安林に関する農林水産大臣からの通知　（農山漁村振興課）……………１

○解除予定保安林に関する農林水産大臣からの通知　（農山漁村振興課）……………１

○保安林指定施業要件の変更通知の掲示　　　　　　（農山漁村振興課）……………２

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知　（農山漁村振興課）……………２

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知　（農山漁村振興課）……………２

○保安林指定施業要件の変更通知の掲示　　　　　　（農山漁村振興課）……………３

　　　　公　　　告
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　　　　監 査 委 員
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　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字成合寺谷795の１・字小谷914・字大谷932（以上３筆について次の図に示す

部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及びみやま市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第630号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　飯塚市山口字日守1135の21・1136（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

、字城ノ山1139の４・1139の６（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　福岡県告示第628号

　保安林指定施業要件変更森林の所在場所等（令和７年９月福岡県告示第576号）に係

る保安林の所有者のうち、次の者については、所在が不分明なため、森林法（昭和26年

法律第249号）第189条の規定により、保安林の指定施業要件の変更通知の内容を、当該

保安林の属する糸島市役所に掲示するとともに、その要旨を告示する

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　掲示場所及び所在が不分明な者の氏名

　　糸島市役所

　　鳴好　マサコ、德田　俊道、青木　厚、長野　木盛、松村　正秋、松村　光男、川

上　久光、古川　信幸、大神　静香、波多江　善三郎、原田　利一郎、吉田　浩二、

阿多　仁彦、古川　英人、古川　秀美、古川　國雄

２　通知の要旨

　⑴　保安林の指定施業要件を変更すること。

　⑵　変更に係る保安林の所在場所及び変更後の指定施業要件については令和７年９月

福岡県告示第576号によること。

　福岡県告示第629号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　みやま市瀬高町本吉字成合寺谷795の１（次の図に示す部分に限る。）、字小谷914

、913（次の図に示す部分に限る。）、字大谷932

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法
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農業用ため池整備事業（新砥石ヶ浦地区） 令和６年４月30日

農業用ため池整備事業（前田地区） 令和６年５月20日

農業用ため池整備事業（御手水地区） 令和６年12月11日

農業用排水施設整備事業（広川地区） 令和７年３月27日

農業用ため池整備事業（堂作（中）地区） 令和７年３月28日

農業用ため池整備事業（三十六地区） 令和７年３月31日

農業用ため池整備事業（石堂（小）地区） 令和７年８月18日

　公告

　指定介護予防サービス事業者の指定の公告（令和７年６月24日付け福岡県公報第606

号）において、内容に誤りがあったので、次のとおり訂正する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

サービス
の種類

介 護 保 険
事業所番号

事業所の名称
及び所在地

事業者の名称
又は氏名

指　　　定
年　月　日

介護予防
訪問看護 4060490556

訪問看護ステーション
十和
糟屋郡新宮町三代西１
－２－27

株式会社コレクティ
ブ 令和７年３月１日

〃 4062090172

ビーズ訪問看護ステー
ション伊都の杜
糸島市伊都の杜三丁目
７番28号

株式会社ｂｅａｄｓ 令和７年３月１日

〃 4061590263

訪問看護ステーション
あじさい
大野城市中央二丁目４
－22

合同会社紫陽花 令和７年４月１日

〃 4061590271

ウェルフォース訪問看
護ステーション福岡
大野城市乙金東三丁目
４番14号　東風の郷　
１階

株式会社ウェルフォ
ース 令和７年４月１日

〃 4061690303

マーベラ春日訪問看護
ステーション
春日市千歳町三丁目34

エンパワテックソサ
エティー株式会社 令和７年４月１日

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第631号

　保安林指定施業要件変更森林の所在場所等（令和７年８月農林水産省告示第1297号）

に係る保安林の所有者のうち、次の者については、所在が不分明なため、森林法（昭和

26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指定施業要件の変更通知の内容を、

当該保安林の属する関係市役所及び町役場に掲示するとともに、その要旨を告示する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　掲示場所及び所在が不分明な者の氏名

　　久留米市役所、朝倉市役所及び筑前町役場

　　馬場　愼一、内山　泰秀、田岡　香代子、上野　民生、中村　真弓、中村　公子、

高木　春木、矢野　博三

２　通知の要旨

　⑴　農林水産大臣から保安林の指定施業要件を変更する旨の通知があったこと。

　⑵　変更に係る保安林の所在場所及び変更後の指定施業要件については令和７年８月

農林水産省告示第1297号によること。

　公告

　県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113

条の３第３項の規定により次のように公告する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県　営　土　地　改　良　事　業　の　名　称 工事を完了した時期

農業用ため池整備事業（組坂堤地区） 令和６年３月26日

公　　　告
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訪問看護ステーション　
和
小郡市松崎756－３　
ｓｋｙｆｉｒｓｔ　Ⅲ　
小郡　５号室

合同会社えにし 令和７年５月１日

介護予防
短期入所
生活介護

4073302103
ショートステイ　サミ
ック宗像
宗像市田野1285番地８

社会福祉法人サミッ
ク 令和７年５月１日

介護予防
福祉用具

貸与
4073700991

福祉用具のまんまるさ
ん
那珂川市市ノ瀬484－
８

株式会社まるのき 令和７年３月１日

特定介護
予防福祉
用具販売

4073700991

福祉用具のまんまるさ
ん
那珂川市市ノ瀬484－
８

株式会社まるのき 令和７年３月１日

　公告

　指定介護予防サービス事業者の廃止の公告（令和７年６月24日付け福岡県公報第606

号）において、内容に誤りがあったので、次のとおり訂正する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

サービス
の種類

介 護 保 険
事業所番号

事業所の名称
及び所在地

事業者の名称
又は氏名

廃　　　止
年　月　日

介護予防
訪問入浴

介護
4073000012

社会福祉法人　筑紫野
市社会福祉協議会
筑紫野市岡田三丁目11
番地１　筑紫野市総合
保健福祉センター　カ
ミーリヤ

社会福祉法人筑紫野
市社会福祉協議会 令和７年３月31日

介護予防
訪問看護 4061690147

あや訪問看護ステーシ
ョン
春日市宝町四丁目１番
地　ラインビル西村
105

株式会社ＡＹＡメデ
ィカル・サービス 令和７年３月31日

〃 4061890077

Ｓｕｍｉｒｅ　訪問看
護ステーション
那珂川市片縄東一丁目
15－９ソレアード401

株式会社クレアスマ
イル 令和７年３月31日

井村ビル301号

〃 4062090180

訪問看護ステーション
Ｇｒｏｗｔｈ糸島
糸島市篠原西二丁目16
－１　ウインズ前原　
Ａ棟202

株式会社スマート・
グロース 令和７年４月１日

〃 4062190147
はぴねす・訪問看護ス
テーション
八女市本村116－４

株式会社エムアイ企
画 令和７年４月１日

〃 4064290085

訪問看護ステーション　
はなちゃんち
みやま市瀬高町松田
166番地１

合同会社メディカル
ケアベース 令和７年４月１日

〃 4064390141
訪問看護ステーション　
ひなた
柳川市筑紫町29番地

株式会社ＮＰＬＵＳ 令和７年４月１日

〃 4064490362

訪問看護ステイドリー
ム
大牟田市中島町３－４　
２F

Ｓａｌ－ｗｏｒｌｄ
－ｎｅｔｗｏｒｋ株
式会社

令和７年４月１日

〃 4065490247

Ｌｉｎｋ訪問看護ステ
ーション
直方市感田354番地５　
阿部アパート６号室

合同会社Ｃｏｎｎｅ
ｃｔ 令和７年４月１日

〃 4065490254

笑み訪問看護ステーシ
ョン
直方市頓野1058－１　
メセナ105

株式会社笑み 令和７年４月１日

〃 4065590582
訪問看護ステーション　
Ｎａｌｕ
飯塚市目尾618－１

株式会社Ｌｉｎｏ 令和７年４月１日

〃 4066190267

訪問看護ステーション　
よりそい
遠賀郡岡垣町旭南17－
12

合同会社よりそい 令和７年４月１日

〃 4062190154

訪問看護ステーション　
サクラ八女
八女市本村535－２　
ＨＯＮＤＡビル３F

株式会社ＮＥＸＴ　
ＩＮＮＯＶＡＴＩＯ
Ｎ

令和７年５月１日

〃 4062590148
訪問看護ステーション　
あいなーす　ひまわり
大川市小保521－１

株式会社フェリーズ
メディカル 令和７年５月１日
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番５から312番12まで、324番２、324番７及び324番８並びにこれらの区域内の道路・

水路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　北九州市八幡西区築地町19番15号

　　株式会社デンヒチ

　　代表取締役　吉田　信一郎

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市志摩芥屋字芥屋1148番３及び1148番８

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福岡市東区香椎浜三丁目３番５－2001号

　　稲益　行夫

　公告

　県営住宅の敷地内において、放置車両を発見したので、次のとおり公告する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　この車両は、県営住宅用地の管理に支障を来しているので、この車両の所有者等は、

速やかにこの車両を撤去してください。

　なお、この公告の日から３箇月経過した後に、県はこの車両を撤去するものとします

。

１　放置車両の形態等

放置場所 福岡市西区壱岐団地17番
福岡県営壱岐住宅17棟駐輪場

〃 4065890073
かなえ訪問看護ステー
ション
宮若市磯光1713ー45

有限会社栄野会 令和７年３月31日

〃 4066190184

パステル訪問看護ステ
ーション
遠賀郡岡垣町東松原一
丁目12－９　クロスロ
ードⅡ　２号室

株式会社パステル 令和７年３月31日

〃 4061690238

ラヴィケア訪問看護ス
テーション
春日市小倉四丁目224
－107号

合同会社ラヴィケア 令和７年４月30日

〃 4065590079
訪問看護ステーション　
エルム
飯塚市明星寺45番１号

有限会社エルム 令和７年４月30日

介護予防
福祉用具

貸与
4071702031

株式会社　なごみ
直方市上頓野2233番地
10

株式会社なごみ 令和７年３月31日

〃 4073501464
ＹＥＬＬ～エール～
糸島市前原駅南一丁目
２番３号－102

株式会社柏木コーポ
レーション 令和７年３月31日

特定介護
予防福祉
用具販売

4071702031
株式会社　なごみ
直方市上頓野2233番地
10

株式会社なごみ 令和７年３月31日

〃 4073501464
ＹＥＬＬ～エール～
糸島市前原駅南一丁目
２番３号－102

株式会社柏木コーポ
レーション 令和７年３月31日

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　筑紫野市大字下見299番１、299番２、299番５の一部、299番７から299番11まで、

305番３、306番１、307番１から307番４まで、308番１、308番３、308番５から308番

10まで、309番１、309番３、310番、311番、311番２、312番１、312番４の一部、312
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種別等 原動機付自転車

自動車登録番号等 福岡市早　れ　8741

所有者 不明

車名 不明

塗色 ボルドー及び灰色

車台番号 不明

使用者 不明

２　連絡先

　　福岡県建築都市部県営住宅課業務係　　ＴＥＬ　092－643－3741

　　福岡県住宅供給公社福岡管理事務所　　ＴＥＬ　092－713－1683

　監査公表第26号

　令和７年８月18日に提出された福岡県職員措置請求（住民監査請求）については、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第５項の規定に基づき監査を実施したので、

その結果を次のとおり公表する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　渡　辺　美　穂

撤去通告貼付けの日 令和７年５月27日

メーカー名 ＨＯＮＤＡ

種別等 原動機付自転車

自動車登録番号等 福岡市東　の　3240

所有者 不明

車名 不明

塗色 黄色及び黒色

車台番号 不明

使用者 不明

２　連絡先

　　福岡県建築都市部県営住宅課業務係　　ＴＥＬ　092－643－3741

　　福岡県住宅供給公社福岡管理事務所　　ＴＥＬ　092－713－1683

　公告

　県営住宅の敷地内において、放置車両を発見したので、次のとおり公告する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　この車両は、県営住宅用地の管理に支障を来しているので、この車両の所有者等は、

速やかにこの車両を撤去してください。

　なお、この公告の日から３箇月経過した後に、県はこの車両を撤去するものとします

。

１　放置車両の形態等　

放置場所 福岡市西区壱岐団地17番
福岡県営壱岐住宅17棟駐輪場

撤去通告貼付けの日 令和７年５月27日

メーカー名 ＹＡＭＡＨＡ　
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住
民
監
査
請
求
に
係
る
監
査
の
結
果
 

 第
１
 
監
査
の
請
求
 

１
 
請
求
人
及
び
請
求
書
の
提
出
年
月
日
 

（
１
）
請
求
人
 

住
所
  
（
略
）
 

氏
名
 
田
中
 
康
介
 

（
２
）
提
出
年
月
日
  
令
和
７
年
８
月
18
日
 

 

２
 
請
求
の
内
容
 

（
１
）
請
求
の
要
旨
 

福
岡
県
が
(株

)ア
ソ
ウ
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ー
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
締
結
し
た
令
和
７
 

年
度
「
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
」
に
係
る
業
務
委
託
契
約
及
び
公
金
の
支
出
は
不
適
正
で
あ
る
た
め
、
セ
ン
タ
 

ー
と
の
契
約
を
解
除
し
、
公
正
・
適
正
な
委
託
先
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
等
を
求
め
る
。
 

（
２
）
違
法
又
は
不
当
と
す
る
事
実
及
び
そ
の
理
由
 

ア
 
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
業
務
委
託
に
係
る
セ
ン
タ
ー
の
契
約
違
反
 

 
（
ア
）
福
祉
労
働
部
こ
ど
も
未
来
課
は
、
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
に
お
い
て
、
セ
ン
タ
ー
と
業
務
委
託
契
約
を

締
結
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
契
約
の
履
行
お
よ
び
公
金
の
支
出
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
 

（
イ
）
県
は
本
事
業
に
お
い
て
登
録
資
格
の
条
件
を
定
め
て
お
り
、
そ
の
排
斥
条
項
の
一
つ
と
し
て
「
結
婚
相
談
 

所
」
で
あ
る
事
業
者
は
対
象
外
と
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 
し
か
し
な
が
ら
、
明
確
に
排
斥
さ
れ
て
い
る
「
結
婚
相
談
所
」
で
あ
る
ア
ソ
ウ
・
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
 

ト
（
以
下
「
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
の
経
営
母
体
が
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

当
該
契
約
の
締
結
お
よ
び
公
金
支
出
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
事
業
の
公
正
性
を
損
な
う
も
の
で
あ
り
、
 

不
適
正
で
あ
る
。
 

 
 
 
（
ウ
）
令
和
７
年
１
月
６
日
16
時
06
分
頃
、
こ
ど
も
未
来
課
の
担
当
係
長
に
問
い
合
わ
せ
た
際
、
「
秘
密
保
持
の
 

 
 
 
 
 
違
反
、
自
社
へ
の
利
益
誘
導
、
情
報
共
有
・
漏
洩
等
が
無
い
よ
う
、
委
託
契
約
と
は
別
に
個
別
の
契
約
を
締
 

 
 
 
 
 
結
し
て
お
り
、
問
題
は
無
い
」
「
も
し
違
反
の
事
実
が
発
覚
す
れ
ば
即
刻
厳
正
に
対
処
す
る
」
と
の
説
明
を
 

受
け
た
。
 

（
エ
）
令
和
７
年
１
月
23
日
９
時
51
分
頃
、
セ
ン
タ
ー
か
ら
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
へ
の
秘
密
保
持
の
違
反
、
 

自
社
へ
の
利
益
誘
導
、
情
報
共
有
・
漏
洩
等
が
行
わ
れ
た
事
実
が
確
認
さ
れ
た
（
証
拠
保
管
済
、
監
視
者
お
 

よ
び
証
人
有
）
。
 

 
 
 
 
こ
れ
は
、
「
委
託
契
約
書
」
第
８
条
、
並
び
に
「
委
託
業
務
仕
様
書
」
そ
の
他
・
６
番
目
の
条
項
に
明
確
 

に
違
反
し
て
お
り
、
秘
密
保
持
の
違
反
並
び
に
自
社
事
業
の
営
業
活
動
に
利
用
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

イ
 
契
約
違
反
の
事
実
を
伝
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
県
が
委
託
契
約
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
公
金
の
支
出
の
見

直
し
を
行
っ
て
い
な
い
。
 

上
記
ア
の
事
実
を
令
和
７
年
１
月
27
日
お
よ
び
同
年
２
月
３
日
に
こ
ど
も
未
来
課
へ
通
告
し
た
が
、
県
側
は
 

 
 
 
 
こ
れ
を
把
握
し
「
不
適
正
で
し
た
。
厳
正
に
対
応
し
ま
す
」
と
認
め
な
が
ら
、
委
託
契
約
の
締
結
先
お
よ
び
公
 

金
の
支
出
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
っ
て
い
な
い
。
 

ウ
 
結
婚
支
援
事
業
「
ふ
く
こ
い
」
に
お
け
る
結
婚
相
談
所
の
排
斥
条
項
の
設
置
  

県
が
実
施
す
る
結
婚
支
援
事
業
「
ふ
く
こ
い
」
に
お
け
る
結
婚
相
談
所
の
排
斥
条
項
の
設
置
に
つ
い
て
、
全
 

国
都
道
府
県
と
の
著
し
い
乖
離
に
鑑
み
、
公
平
性
、
適
正
性
を
監
査
し
、
撤
廃
を
求
め
る
。
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（
３
）
求
め
る
措
置
 

ア
 
令
和
７
年
度
「
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
」
業
務
委
託
に
係
る
セ
ン
タ
ー
と
の
契
約
を
解
除
し
、
公
正
・
適
 

正
な
委
託
先
と
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。
 

イ
 
セ
ン
タ
ー
へ
の
不
公
正
・
不
適
正
な
公
金
支
出
を
停
止
し
、
公
正
・
適
正
な
委
託
先
に
公
金
を
支
出
す
る
こ
 

と
。
 

ウ
 
「
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
」
に
お
け
る
結
婚
相
談
所
の
排
斥
条
項
を
撤
廃
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
事
実
証
明
書
等
 

 
 
ア
 
請
求
人
自
身
が
作
成
し
た
、
県
へ
の
問
合
せ
及
び
セ
ン
タ
ー
訪
問
の
記
録
 

 
 
  
（
主
な
内
容
）
 

 
 
 
・
 
セ
ン
タ
ー
と
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
同
じ
ビ
ル
の
同
じ
フ
ロ
ア
に
存
在
し
、
職
員
の
往
来
は
も
と
 

よ
り
、
セ
ン
タ
ー
と
結
婚
相
談
所
は
共
用
の
会
議
室
・
面
談
室
を
使
用
し
て
い
る
。
 

・
 
請
求
人
は
事
実
を
確
認
す
る
た
め
、
県
の
事
業
の
個
別
相
談
に
申
し
込
み
の
上
、
令
和
７
年
１
月
23
日
９
 

時
に
セ
ン
タ
ー
職
員
と
面
談
し
た
。
 

 
 
 
・
 
面
談
終
盤
に
、
請
求
人
が
、
セ
ン
タ
ー
が
グ
ル
ー
プ
に
結
婚
相
談
所
を
有
す
る
件
に
つ
き
問
い
合
わ
せ
た
 

 
 
 
 
と
こ
ろ
、
同
日
９
時
51
分
頃
、
セ
ン
タ
ー
職
員
が
請
求
人
と
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
職
員
を
引
き
合
わ
せ
 

た
。
 

 
 
 
・
 
そ
の
際
、
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
職
員
か
ら
無
料
相
談
の
勧
誘
を
受
け
た
が
、
請
求
人
が
そ
れ
を
辞
退
 

し
た
と
こ
ろ
、
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
職
員
が
、
名
刺
と
営
業
資
料
一
式
、
無
料
相
談
チ
ケ
ッ
ト
を
請
求
 

人
に
手
交
し
た
。
 

イ
 
令
和
７
年
度
「
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
」
業
務
委
託
契
約
書
 

ウ
 
出
会
い
応
援
団
体
の
登
録
資
格
に
関
す
る
資
料
 

エ
 
佐
賀
県
、
宮
崎
県
、
高
知
県
等
他
県
に
お
け
る
結
婚
支
援
（
応
援
）
事
業
の
概
要
等
に
関
す
る
資
料
 

オ
 
セ
ン
タ
ー
会
社
概
要
 

カ
 
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
会
社
概
要
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
婚
活
１
日
体
験
無
料
チ
ケ
ッ
ト
及
び
担
当
者
名
刺
 

の
写
し
 

 第
２
 
請
求
の
要
件
審
査
 

本
件
請
求
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
24
2条
第
１
項
の
所
定
の

要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
令
和
７
年
８
月
25
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。
 

 第
３
 
監
査
の
実
施
 

１
 
監
査
対
象
事
項
 

令
和
７
年
度
「
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
」
業
務
委
託
契
約
の
締
結
及
び
履
行
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
公
金
の

支
出
に
違
法
性
又
は
不
当
性
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
監
査
の
対
象
と
し
た
。
 

 ２
 
監
査
対
象
機
関
 

福
祉
労
働
部
（
こ
ど
も
未
来
課
）
を
監
査
対
象
機
関
と
し
た
。
 

 ３
 
請
求
人
の
陳
述
 

 
 
 
 
法
第
24
2条
第
７
項
に
規
定
す
る
陳
述
の
機
会
に
つ
い
て
は
、
請
求
人
か
ら
辞
退
す
る
旨
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た

た
め
実
施
し
な
か
っ
た
。
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４
 
知
事
の
弁
明
 

本
件
請
求
に
対
す
る
弁
明
を
知
事
に
求
め
た
と
こ
ろ
、
令
和
７
年
９
月
29
日
付
け
で
以
下
の
内
容
の
弁
明
書
が
提

出
さ
れ
た
。
 

（
１
）
弁
明
の
趣
旨
 

本
件
請
求
を
棄
却
す
る
と
の
決
定
を
求
め
る
。
 

（
２
）
事
実
の
認
否
 

ア
 
第
１
の
２
（
２
）
ア
（
ア
）
に
つ
い
て
は
、
認
め
る
。
 

 
 
 
イ
 
第
１
の
２
（
２
）
ア
（
イ
）
に
つ
い
て
は
、
否
認
す
る
。
 

ウ
 
第
１
の
２
（
２
）
ア
（
ウ
）
に
つ
い
て
は
、
認
め
る
。
 

エ
 
第
１
の
２
（
２
）
ア
（
エ
）
に
つ
い
て
は
、
否
認
す
る
。
 

オ
 
第
１
の
２
（
２
）
イ
に
つ
い
て
は
、
否
認
す
る
。
 

カ
 
第
１
の
２
（
２
）
ウ
に
つ
い
て
は
、
何
ら
違
法
又
は
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為
が
介
在
し
て
い
る
と
は
い
 

え
ず
、
法
第

24
2
条
第
１
項
に
規
定
す
る
住
民
監
査
請
求
の
対
象
で
は
な
い
と
解
す
る
。
 

（
３
）
弁
明
の
理
由
 

ア
 
客
観
的
事
実
 

（
ア
）
第
１
の
２
（
２
）
ア
（
ア
）
及
び
（
イ
）
の
請
求
人
の
主
張
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
請
求
人
は
、
「
県
の
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
か
ら
結
婚
相
談
所
が
排
斥
さ
れ
て
い
る
」
旨
を
主
張
し
て
 

 
 
 
 
い
る
が
、
こ
れ
は
「
出
会
い
応
援
団
体
」
の
登
録
制
度
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
 

こ
の
「
出
会
い
応
援
団
体
」
と
は
、
「
福
岡
県
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
実
施
要
綱
」
に
基
づ
き
、
独
身
 

者
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
出
会
い
の
機
会
を
提
供
す
る
な
ど
、
自
ら
が
実
施
主
体
と
な
り
「
出
会
い
イ
ベ
ン
ト
 

等
」
を
実
施
す
る
企
業
・
団
体
を
指
し
て
お
り
、
「
出
会
い
応
援
団
体
」
が
結
婚
の
斡
旋
等
を
業
と
す
る
事
 

業
者
で
あ
っ
た
場
合
、
特
定
の
事
業
者
の
事
業
を
県
が
支
援
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
要
綱
上
、
登
録
 

の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
 

一
方
、
本
事
業
の
「
受
託
事
業
者
」
は
、
県
が
本
来
す
べ
き
事
業
を
県
に
代
わ
っ
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
 

り
、
そ
の
目
的
・
実
施
内
容
は
「
出
会
い
応
援
団
体
」
と
は
異
な
る
。
本
事
業
は
、
「
出
会
い
応
援
団
体
」
 

の
活
動
サ
ポ
ー
ト
や
独
身
男
女
の
個
別
相
談
な
ど
、
結
婚
支
援
に
係
る
ノ
ウ
ハ
ウ
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
 

企
画
提
案
公
募
に
よ
り
業
務
遂
行
力
を
有
す
る
事
業
者
を
選
定
し
て
お
り
、
そ
の
公
募
参
加
資
格
か
ら
結
婚
 

の
斡
旋
等
を
業
と
す
る
事
業
者
を
除
外
し
て
い
な
い
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
事
業
の
執
行
に
あ
た
っ
て
は
、
適
正
な
契
約
方
法
に
よ
り
公
平
性
を
確
保
し
た
う
え
 

で
セ
ン
タ
ー
と
契
約
を
締
結
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
請
求
人
の
主
張
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
 

（
イ
）
第
１
の
２
（
２
）
ア
（
エ
）
の
請
求
人
の
主
張
に
つ
い
て
 

請
求
人
は
、
「
事
実
証
明
書
」
中
、
「
結
婚
相
談
所
の
営
業
担
当
者
は
、
名
刺
と
営
業
資
料
一
式
と
無
料
 

相
談
チ
ケ
ッ
ト
を
手
交
し
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
担
当
者
か
ら
名
 

刺
及
び
資
料
を
提
供
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
請
求
人
に
関
す
る
情
報
を
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
担
当
者
に
漏
洩
し
 

た
か
否
か
、
ま
た
、
名
刺
及
び
資
料
の
配
付
が
、
契
約
違
反
に
当
た
る
勧
誘
目
的
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
 

て
は
、
資
料
配
付
を
受
け
た
経
緯
に
関
し
て
請
求
人
の
主
張
と
セ
ン
タ
ー
に
県
が
事
実
確
認
を
行
っ
た
内
容
 

と
に
相
違
が
あ
り
、
客
観
的
な
事
実
と
し
て
と
ら
え
難
く
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
契
約
違
反
の
根
拠
と
す
る
 

こ
と
は
で
き
な
い
。
 

ま
た
、
配
付
行
為
に
よ
っ
て
、
公
金
が
不
当
に
使
用
さ
れ
た
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
阻
害
さ
れ
た
り
し
た
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も
の
で
は
な
く
、
県
が
把
握
す
る
限
り
に
お
い
て
、
配
付
行
為
に
よ
っ
て
セ
ン
タ
ー
や
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
 

ン
ト
が
何
ら
か
の
経
済
的
利
益
を
得
た
事
実
は
な
い
。
 

さ
ら
に
、
請
求
人
は
、
「
事
実
証
明
書
」
中
、
「
調
査
目
的
で
個
別
相
談
に
申
し
込
ん
だ
」
旨
を
明
記
し
 

て
お
り
、
配
付
行
為
に
よ
っ
て
請
求
人
に
具
体
的
な
不
利
益
や
損
害
は
一
切
生
じ
て
い
な
い
。
 

な
お
、
契
約
履
行
状
況
に
つ
い
て
は
、
業
務
実
績
報
告
書
や
相
談
対
応
記
録
等
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
が
誠
 

実
に
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
出
会
い
応
援
団
体
や
出
会
い
イ
ベ
ン
ト
の
参
加
者
、
 

個
別
相
談
者
か
ら
の
本
件
と
同
様
の
苦
情
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
 

し
た
が
っ
て
、
秘
密
保
持
の
違
反
及
び
自
社
事
業
の
営
業
活
動
に
利
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い
 

う
請
求
人
の
主
張
に
は
当
た
ら
な
い
。
 

（
ウ
）
第
１
の
２
（
２
）
イ
の
請
求
人
の
主
張
に
つ
い
て
 

請
求
人
は
、
「
委
託
契
約
の
締
結
先
及
び
公
金
の
支
出
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
な
い
」
旨
を
主
張
し
て
い
 

る
。
 

民
法
に
お
け
る
契
約
解
除
（
第

54
1
条
）
は
、
「
債
務
不
履
行
が
契
約
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
 

し
て
軽
微
で
な
い
場
合
」
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
契
約
書
第

21
条
に
お
い
て
も
同
様
に
定
め
て
 

い
る
。
 

前
述
の
（
イ
）
に
記
載
し
た
と
お
り
、
名
刺
及
び
資
料
の
配
付
に
つ
い
て
、
契
約
違
反
に
該
当
す
る
か
否
 
 

か
を
客
観
的
事
実
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
県
及
び
請
求
人
に
不
利
益
が
生
じ
 

た
も
の
と
は
い
え
ず
、
契
約
の
目
的
や
履
行
状
況
に
照
ら
し
て
、
契
約
の
解
除
に
及
ぶ
重
大
な
債
務
の
不
履
 

行
に
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。
 

な
お
、
名
刺
及
び
資
料
の
配
付
は
、
業
務
仕
様
書
に
規
定
す
る
「
委
託
事
業
と
自
社
事
業
を
区
分
け
し
、
 

本
業
務
で
取
得
し
た
情
報
等
を
自
社
事
業
の
営
業
活
動
等
に
利
用
し
な
い
こ
と
」
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
 

り
、
契
約
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
不
適
切
な
行
為
で
あ
る
と
判
断
し
、
発
注
者
と
し
て
速
や
か
に
セ
ン
タ
ー
に
 

対
し
て
口
頭
指
導
を
行
い
、
再
発
防
止
を
求
め
た
。
こ
の
こ
と
は
、
指
導
記
録
と
し
て
残
し
て
お
り
、
そ
の
 

内
容
は
セ
ン
タ
ー
内
で
も
周
知
さ
れ
て
い
る
。
 

イ
 
事
実
関
係
に
お
け
る
主
張
の
相
違
 

（
ア
）
第
１
の
２
（
２
）
ア
（
エ
）
の
請
求
人
の
主
張
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
 
請
求
人
は
、
「
事
実
証
明
書
」
中
、
「
同
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
、
同
グ
ル
ー
プ
で
同
フ
ロ
ア
に
あ
る
結
婚
 

相
談
所
の
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
担
当
者
と
請
求
人
を
引
き
合
わ
せ
、
当
該
担
当
者
か
ら
無
料
カ
ウ
ン
 

セ
リ
ン
グ
に
勧
誘
さ
れ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
 
セ
ン
タ
ー
は
、
契
約
上
、
自
社
の
営
業
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
を
遵
守
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
通
常
、
 

グ
ル
ー
プ
会
社
の
紹
介
や
資
料
提
供
と
い
っ
た
行
為
は
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
の
も
と
、
実
際
に
 

同
種
の
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
お
断
り
す
る
対
応
を
行
っ
て
い
る
。
 

今
回
の
件
を
受
け
て
、
県
が
事
実
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
本
件
に
お
い
て
は
、
請
求
人
が
一
般
の
相
談
 

者
と
し
て
来
訪
さ
れ
た
際
に
、
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
紹
介
す
る
よ
う
請
求
人
か
ら
複
数
回
の
要
望
が
 

あ
っ
た
た
め
、
そ
の
意
向
を
汲
み
取
っ
た
セ
ン
タ
ー
職
員
が
、
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
連
絡
し
、
マ
リ
 

ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
職
員
が
資
料
を
配
付
し
た
の
み
で
あ
り
、
無
料
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
へ
の
勧
誘
等
を
行
 

っ
た
の
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
請
求
人
か
ら
の
強
い
要
望
に
応
じ
、
や
む
を
得
ず
対
 

応
し
た
結
果
で
あ
り
、
セ
ン
タ
ー
が
能
動
的
に
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
利
益
と
な
る
よ
う
営
業
活
動
を
 

行
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
 

 
 
 
 
 
 
加
え
て
、
請
求
人
は
、
あ
く
ま
で
一
般
の
相
談
者
と
偽
っ
て
個
別
相
談
に
申
し
込
ま
れ
て
お
り
、
セ
ン
タ
 

 
 
 
 
 
ー
は
、
請
求
人
が
調
査
目
的
で
訪
問
し
た
こ
と
を
一
切
認
識
し
な
い
状
況
下
で
対
応
し
た
。
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請
求
人
は
、
そ
の
目
的
を
セ
ン
タ
ー
に
秘
匿
し
、
一
般
の
相
談
者
と
し
て
訪
問
し
な
が
ら
も
、
調
査
目
的
 

 
 
 
 
 
を
果
た
す
べ
く
相
談
を
行
い
、
「
実
は
結
婚
相
談
所
に
も
興
味
が
あ
り
、
探
し
て
い
る
。
御
社
は
グ
ル
ー
プ
 

会
社
に
結
婚
相
談
所
が
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
が
、
紹
介
し
て
い
た
だ
け
な
い
か
」
と
要
求
し
、
セ
ン
タ
 

ー
の
担
当
者
は
「
グ
ル
ー
プ
会
社
で
あ
っ
て
も
紹
介
は
で
き
な
い
」
と
断
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
請
求
 

人
は
、
「
県
の
事
業
を
受
託
し
て
い
る
ア
ソ
ウ
さ
ん
の
と
こ
ろ
の
結
婚
相
談
所
で
あ
れ
ば
安
心
で
き
る
の
で
、
 

ぜ
ひ
紹
介
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
と
、
紹
介
す
る
よ
う
繰
り
返
し
要
求
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
の
相
談
者
 

に
な
り
す
ま
し
、
意
図
的
に
情
報
を
収
集
す
る
行
為
は
、
セ
ン
タ
ー
職
員
の
婚
活
を
希
望
す
る
独
身
者
に
寄
 

り
添
っ
た
真
摯
な
対
応
を
逆
手
に
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
県
と
し
て
は
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
職
員
が
 

資
料
配
付
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
利
益
誘
導
を
目
的
と
し
た
行
動
と
受
け
止
め
て
い
な
い
。
 

 
 
 
 
 
 
な
お
、
請
求
人
は
、
「
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
同
フ
ロ
ア
に
あ
る
」
こ
と
を
何
度
か
主
張
し
て
お
り
、
 

ま
た
、
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
「
同
じ
フ
ロ
ア
に
結
婚
相
談
所
が
あ
り
ま
す
。
」
と
回
答
し
た
と
も
述
べ
ら
れ
 

て
い
る
が
、
実
際
に
は
セ
ン
タ
ー
と
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
別
の
階
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
当
該
職
員
 

が
そ
の
よ
う
な
誤
認
を
含
む
発
言
を
す
る
状
況
は
、
部
署
の
配
置
や
当
該
職
員
の
職
務
歴
か
ら
し
て
考
え
難
 

い
。
仮
に
請
求
人
の
主
張
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
セ
ン
タ
ー
の
職
員
は
、
自
社
の
部
署
の
配
置
を
誤
解
 

し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
著
し
く
不
自
然
で
あ
る
と
考
え
る
。
 

 
 
 
 
 
 
以
上
の
請
求
人
の
秘
匿
さ
れ
た
調
査
目
的
を
有
す
る
特
殊
な
状
況
下
に
お
け
る
セ
ン
タ
ー
の
対
応
や
客
観
 

的
事
実
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
と
こ
ろ
、
セ
ン
タ
ー
の
行
為
が
契
約
解
除
に
値
す
る
ほ
ど
の
重
大
な
契
約
違
 

反
に
は
当
た
ら
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
、
「
事
実
証
明
書
」
中
、
「
同
セ
ン
タ
ー
の
職
員
は
、
そ
の
「
業
務
の
遂
行
上
知
り
得
た
秘
密
」
を
 

特
定
の
結
婚
相
談
所
に
漏
洩
し
た
。
こ
れ
は
、
『
委
託
契
約
書
』
第
８
条
に
規
定
す
る
「
業
務
の
遂
行
上
知
 

り
得
た
秘
密
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
秘
密
保
持
義
務
に
明
確
に
違
反
し
た
。
」
と
請
求
人
 

は
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
セ
ン
タ
ー
は
、
通
常
、
個
別
相
談
に
お
い
て
自
ら
個
人
情
報
を
収
集
す
る
こ
 

と
は
な
く
、
今
回
、
予
約
や
相
談
の
過
程
で
「
名
字
」
、
「
電
話
番
号
」
及
び
「
年
齢
」
を
把
握
し
た
も
の
 

の
、
そ
の
情
報
を
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
共
有
し
て
い
な
い
。
 

仮
に
セ
ン
タ
ー
が
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
紹
介
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
請
求
人
が
主
張
す
る
「
結
婚
活
 

動
者
と
し
て
活
動
・
相
談
し
て
い
る
こ
と
」
の
情
報
を
共
有
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
今
回
の
 

ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
と
い
う
本
人
の
 

要
望
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
秘
密
保
持
の
違
反
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
思
料
す
る
。
 

（
イ
）
第
１
の
２
（
２
）
イ
の
請
求
人
の
主
張
に
つ
い
て
 

請
求
人
は
、
「
事
実
証
明
書
」
中
、
「
県
側
は
、
事
実
が
発
覚
し
、
正
式
に
認
め
、
謝
罪
し
た
」
と
主
張
 

し
て
い
る
が
、
実
際
の
県
側
の
対
応
は
、
「
事
実
で
あ
れ
ば
良
い
こ
と
で
は
な
い
。
事
実
確
認
の
上
、
し
っ
 

か
り
対
応
す
る
」
と
の
趣
旨
を
伝
え
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
職
員
は
事
実
の
認
定
や
謝
罪
を
明
確
に
行
っ
て
 

い
な
い
。
実
際
の
双
方
の
発
言
内
容
を
証
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
も
の
の
、
前
述
し
た
他
の
指
摘
事
項
 

と
同
じ
く
、
請
求
人
の
拡
大
解
釈
に
基
づ
く
主
観
的
な
主
張
で
あ
り
、
客
観
的
な
事
実
で
は
な
い
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
見
直
し
を
行
う
理
由
が
な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

ウ
 
そ
の
他
 

（
ア
）
第
１
の
２
（
２
）
ウ
の
請
求
人
の
主
張
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
 
 
前
述
（
２
）
カ
に
記
載
し
た
と
お
り
、
請
求
人
の
主
張
に
は
何
ら
違
法
又
は
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為
 

が
介
在
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
法
第

24
2
条
第
１
項
に
規
定
す
る
住
民
監
査
請
求
の
対
象
で
は
な
い
と
解
 

す
る
。
 

 
 
 
 
 
な
お
、
請
求
人
は
「
全
国
の
都
道
府
県
に
よ
る
結
婚
支
援
事
業
に
お
け
る
排
斥
条
項
の
設
置
の
角
度
か
ら
精
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査
す
る
と
、
福
岡
県
が
設
置
し
て
い
る
結
婚
相
談
所
を
排
斥
す
る
条
項
は
、
全
国
の
都
道
府
県
に
お
い
て
、
他
 

に
一
県
も
存
在
し
て
い
な
い
。
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
排
斥
条
項
は
（
３
）
ア
（
ア
）
に
記
載
し
 

た
と
お
り
、
「
出
会
い
応
援
団
体
」
の
登
録
制
度
に
お
け
る
条
項
の
こ
と
で
あ
る
が
、
九
州
各
県
で
は
長
崎
県
 

に
は
同
様
の
条
項
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
他
、
全
国
的
に
見
て
も
、
同
様
の
条
項
は
複
数
存
在
し
、
本
県
の
 

み
が
特
殊
な
対
応
を
し
て
い
る
と
す
る
請
求
人
の
主
張
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
上
記
の
他
に
も
、
提
示
の
な
い
 

証
拠
（
「
監
視
者
お
よ
び
証
人
有
」
）
を
は
じ
め
、
請
求
書
に
お
け
る
請
求
人
の
主
張
は
、
客
観
的
な
事
実
と
 

の
乖
離
や
、
主
観
的
な
主
張
が
散
見
さ
れ
、
信
ぴ
ょ
う
性
に
つ
い
て
慎
重
な
検
証
を
要
す
る
と
考
え
る
。
 

 

５
 
監
査
対
象
機
関
に
対
す
る
監
査
等
 

監
査
対
象
機
関
及
び
業
務
委
託
先
の
職
員
に
対
し
、
令
和
７
年
８
月
26
日
か
ら
同
年
９
月
19
日
に
か
け
て
、
関
係
 

書
類
の
調
査
及
び
確
認
並
び
に
聴
取
調
査
を
行
っ
た
。
 

 第
４
 
監
査
の
結
果
 

１
 
事
実
関
係
の
確
認
 

監
査
対
象
事
項
に
つ
い
て
、
監
査
対
象
機
関
に
お
け
る
関
係
書
類
の
調
査
及
び
担
当
職
員
か
ら
の
聴
取
、
並
び
に

セ
ン
タ
ー
で
の
実
地
調
査
に
お
け
る
相
談
記
録
等
関
係
書
類
の
調
査
及
び
セ
ン
タ
ー
職
員
か
ら
の
聴
取
等
に
よ
り
、

以
下
の
事
項
を
確
認
し
た
。
 

 
（
１
）
本
件
事
案
の
経
緯
 

ア
 
セ
ン
タ
ー
と
の
業
務
委
託
契
約
の
状
況
 

 
 
令
和
５
年
２
月
20
日
～
３
月
10
日
 
令
和
５
年
度
事
業
に
つ
い
て
、
企
画
提
案
公
募
（
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
）
を
 

実
施
 

 
 
令
和
５
年
３
月
22
日
 
企
画
提
案
審
査
の
結
果
、
セ
ン
タ
ー
を
受
託
候
補
事
業
者
に
選
定
 

令
和
５
年
４
月
１
日
 
令
和
５
年
度
事
業
に
つ
い
て
、
セ
ン
タ
ー
と
特
命
随
意
契
約
に
て
契
約
締
結
 

令
和
６
年
４
月
１
日
 
令
和
６
年
度
事
業
に
つ
い
て
、
事
業
内
容
、
仕
様
等
に
変
更
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引
き
続
き
セ
ン
タ
ー
と
特
命
随
意
契
約
に
て
契
約
締
結
 

令
和
７
年
４
月
１
日
 
令
和
６
年
度
と
同
一
理
由
に
よ
り
、
令
和
７
年
度
事
業
に
つ
い
て
、
セ
ン
タ
ー
と
特
 

命
随
意
契
約
に
て
契
約
締
結
 

 
 
 
イ
 
請
求
人
か
ら
担
当
課
へ
の
問
合
せ
及
び
セ
ン
タ
ー
へ
の
相
談
状
況
等
 

 
令
和
７
年
１
月
６
日
 
請
求
人
か
ら
こ
ど
も
未
来
課
の
担
当
係
長
へ
の
問
合
せ
 

令
和
７
年
１
月
23
日
 
請
求
人
に
よ
る
セ
ン
タ
ー
来
所
相
談
 

令
和
７
年
１
月
27
日
及
び
２
月
３
日
 
請
求
人
か
ら
こ
ど
も
未
来
課
に
対
し
セ
ン
タ
ー
の
秘
密
保
持
違
反
等
 

に
つ
い
て
の
連
絡
 

令
和
７
年
１
月
28
日
及
び
同
月
29
日
 
請
求
人
か
ら
こ
ど
も
未
来
課
に
対
し
１
月
27
日
と
同
一
主
張
の
メ
ー
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ル
 

令
和
７
年
２
月
３
日
及
び
同
月
７
日
 
こ
ど
も
未
来
課
職
員
か
ら
セ
ン
タ
ー
事
務
局
長
に
対
し
、
指
導
の
上
、
 

再
発
防
止
策
を
求
め
た
 

 
 
 
 
 
令
和
７
年
２
月
４
日
 
 
 
 
 
 
 
セ
ン
タ
ー
事
務
局
長
か
ら
事
務
局
職
員
へ
再
発
防
止
の
た
め
の
周
知
 

 
（
２
）
請
求
人
が
違
法
又
は
不
当
と
す
る
行
為
に
関
す
る
事
実
等
に
つ
い
て
 

ア
 
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
業
務
委
託
に
係
る
セ
ン
タ
ー
の
契
約
違
反
に
つ
い
て
 

（
ア
）
県
は
、
「
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
」
の
企
画
提
案
公
募
を
令
和
５
年
２
月
20
日
か
ら
同
年
３
月
10
日
ま
 

で
の
間
実
施
し
、
同
年
３
月
22
日
に
セ
ン
タ
ー
を
令
和
５
年
度
の
受
託
候
補
事
業
者
と
し
て
選
定
し
た
上
で
、
同



13
令

和
７

年
10

月
28

日
　

火
曜

日
第

64
1 

号

-
 
 
7
 
 
-
 

年
４
月
１
日
に
、
業
務
委
託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
。
ま
た
、
令
和
６
年
度
及
び
令
和
７
年
度
に
お
い
て
も
、
令

和
５
年
度
事
業
か
ら
事
業
内
容
、
仕
様
等
に
大
き
な
変
更
が
な
か
っ
た
た
め
、
契
約
の
目
的
を
継
続
的
、
効
果
的
、

効
率
的
に
達
成
す
る
観
点
か
ら
、
「
福
岡
県
随
意
契
約
取
扱
要
綱
に
係
る
事
務
処
理
に
つ
い
て
（
平
成
27
年
２
月

17
日
26
財
活
第
21
73
号
総
務
部
長
通
知
）
」
に
基
づ
き
、
令
和
４
年
度
の
企
画
提
案
公
募
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
令

和
５
年
度
の
契
約
先
で
あ
る
セ
ン
タ
ー
と
引
き
続
き
特
命
随
意
契
約
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
。
 

各
年
度
に
お
け
る
業
務
委
託
契
約
書
第
８
条
第
１
項
に
は
、
「
受
注
者
は
、
業
務
の
遂
行
上
知
り
得
た
秘
 

密
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
記
載
、
「
委
託
業
務
仕
様
書
」
６
そ
の
他
の
６
番
目
の
「
・
」
の
 

条
項
で
は
、
「
県
の
委
託
事
業
と
自
社
事
業
を
明
確
に
区
分
け
し
、
本
業
務
で
取
得
し
た
個
人
情
報
等
を
自
 

社
事
業
の
営
業
活
動
等
に
利
用
し
な
い
こ
と
。
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
 

な
お
、
請
求
書
に
は
、
令
和
７
年
１
月
６
日
の
こ
ど
も
未
来
課
担
当
係
長
へ
の
問
合
せ
に
つ
い
て
「
委
託
 

契
約
と
は
別
に
個
別
の
契
約
を
締
結
し
て
お
り
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
担
当
課
職
員
へ
の
聴
取
及
び
関
 

係
書
類
確
認
の
結
果
、
別
途
契
約
を
締
結
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
業
務
委
託
契
約
書
の
別
記
「
保
有
個
人
 

情
報
取
扱
特
記
事
項
」
及
び
別
紙
「
委
託
業
務
仕
様
書
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

ま
た
、
同
契
約
の
履
行
に
伴
い
、
令
和
５
年
度
事
業
分
は
令
和
６
年
５
月
24
日
に
、
令
和
６
年
度
事
業
分
 

は
令
和
７
年
５
月
19
日
に
、
精
算
払
に
よ
り
委
託
料
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
 

（
イ
）
上
記
（
ア
）
に
記
載
の
と
お
り
、
令
和
７
年
度
の
「
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
」
に
係
る
委
託
契
約
は
、
 

令
和
５
年
度
か
ら
事
業
内
容
等
に
変
更
が
な
い
と
し
て
、
令
和
５
年
度
事
業
に
係
る
企
画
提
案
公
募
に
よ
り
 

選
定
さ
れ
た
セ
ン
タ
ー
と
特
命
随
意
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
が
、
令
和
５
年
度
事
業
に
係
る
「
出
会
い
・
 

結
婚
応
援
事
業
企
画
提
案
公
募
実
施
要
領
」
に
お
け
る
企
画
提
案
公
募
参
加
資
格
は
以
下
の
①
～
④
の
４
点
 

で
あ
り
、
こ
の
条
件
を
満
た
す
者
で
あ
れ
ば
企
画
提
案
公
募
へ
の
参
加
は
可
能
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
 

同
事
業
の
委
託
先
か
ら
結
婚
相
談
所
を
除
外
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
な
い
。
 

①
 
委
託
業
務
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
し
、
か
つ
当
該
委
託
業
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
の
必
要
な
経
営
基

盤
を
有
し
て
い
る
こ
と
 

②
 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

22
年
政
令
第

16
号
）
第

16
7
条
の
４
（
一
般
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
）

が
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
 

③
 
福
岡
県
物
品
購
入
等
に
係
る
物
品
業
者
の
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
（
令
和
３
年
２
月

10
日
２
総
厚
第

17
29
0

号
総
務
部
長
依
命
通
達
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
期
間
中
で
は
な
い
者
 

④
 
福
岡
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成

21
年
福
岡
県
条
例
第

59
号
）
に
定
め
る
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
若
し
く

は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
で
は
な
い
こ
と
 

 
 
 
な
お
、
同
事
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
等
を
企
画
及
び
実
施
す
る
「
出
会
い
応
援
団
体
」
に
 

 
 
つ
い
て
は
、
福
岡
県
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
実
施
要
綱
に
お
い
て
、
出
会
い
応
援
団
体
の
対
象
者
と
し
 

て
、
「
結
婚
相
談
、
お
見
合
い
、
出
会
い
及
び
結
婚
の
斡
旋
等
を
業
と
す
る
も
の
（
NP
O
法
人
除
く
）
に
該
 

当
し
な
い
者
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
NP
O
法
人
を
除
く
結
婚
相
談
所
を
除
外
し
て
い
る
。
 

（
ウ
）
請
求
人
が
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
来
所
相
談
を
行
っ
た
際
に
、
セ
ン
タ
ー
職
員
が
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
 

職
員
に
対
し
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
受
領
を
希
望
す
る
人
が
い
る
旨
を
伝
え
、
マ
リ
ッ
ジ
ー
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
職
員
 

か
ら
請
求
人
に
対
し
て
名
刺
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
及
び
無
料
相
談
チ
ケ
ッ
ト
を
手
交
し
て
い
る
。
 

セ
ン
タ
ー
職
員
か
ら
の
聴
取
及
び
相
談
記
録
に
よ
れ
ば
、
セ
ン
タ
ー
職
員
は
、
前
日
の
相
談
予
約
時
に
名
 

乗
っ
た
請
求
人
の
名
字
、
連
絡
先
電
話
番
号
及
び
個
別
相
談
当
日
の
請
求
人
の
話
か
ら
推
察
さ
れ
る
年
齢
情
 

報
（
50
代
）
以
外
の
個
人
情
報
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
職
員
へ
は
、
こ
の
名
字
等
 

の
情
報
も
伝
え
て
い
な
い
。
 

ま
た
、
本
件
以
外
に
、
セ
ン
タ
ー
へ
の
相
談
者
に
つ
い
て
セ
ン
タ
ー
か
ら
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
連
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絡
を
行
っ
て
い
た
事
実
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
 

 
 
 
な
お
、
セ
ン
タ
ー
と
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
間
で
は
、
電
話
、
FA
X、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
及
び
デ
ー
タ
 

の
共
有
シ
ス
テ
ム
は
全
く
別
々
に
運
用
さ
れ
て
お
り
、
事
務
所
フ
ロ
ア
も
別
階
（
セ
ン
タ
ー
12
階
、
マ
リ
ッ
 

ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
13
階
）
と
な
っ
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
の
中
で
も
業
務
委
託
に
係
る
情
報
は
担
当
者
８
名
の
 

み
が
共
有
で
き
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
両
社
間
に
お
い
て
は
、
通
常
、
業
務
で
知
り
得
た
情
報
に
つ
 

い
て
共
有
す
る
環
境
に
は
な
い
。
 

イ
 
契
約
違
反
の
事
実
を
伝
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
県
が
委
託
契
約
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
公
金
の
支
出
の
見
直
 

し
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
 

県
は
今
回
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
業
務
委
託
契
約
書
第
21
条
又
は
第
22
条
に
定
め
る
契
約
解
除
要
件
に
該
当
 

す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
、
契
約
の
見
直
し
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
今
回
の
事
案
の
報
告
を
受
け
、
令
和
 

７
年
２
月
３
日
に
は
電
話
で
、
同
月
７
日
に
も
対
面
に
て
、
担
当
課
職
員
か
ら
セ
ン
タ
ー
事
務
局
長
に
指
導
を
 

行
っ
て
い
る
。
 

さ
ら
に
、
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
直
ち
に
、
今
回
の
事
案
の
周
知
徹
底
と
い
っ
た
再
発
防
止
の
た
め
の
措
置
 

を
講
じ
て
い
る
。
 

な
お
、
本
件
委
託
契
約
に
基
づ
く
令
和
７
年
度
分
の
委
託
料
の
支
出
は
監
査
実
施
時
点
で
行
わ
れ
て
い
な
い
。
 

ウ
 
結
婚
支
援
事
業
「
ふ
く
こ
い
」
に
お
け
る
結
婚
相
談
所
の
排
斥
条
項
の
設
置
に
つ
い
て
 

「
ふ
く
こ
い
」
と
は
「
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
」
を
指
す
通
称
で
あ
る
。
 

上
記
第
４
の
１
の
（
２
）
の
ア
（
イ
）
に
記
載
の
と
お
り
、
「
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
」
の
委
託
先
に
つ
 

い
て
は
、
結
婚
相
談
所
の
排
斥
条
項
を
設
置
し
て
い
る
事
実
は
な
い
。
ま
た
、
事
業
の
実
施
要
領
等
の
規
定
を
 

作
成
す
る
行
為
は
、
公
金
の
支
出
と
い
っ
た
、
法
第
24
2条
第
１
項
に
定
め
る
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
る
 

財
務
会
計
上
の
行
為
に
は
該
当
し
な
い
。
 

 ２
 
判
断
 

 
 
 
上
記
の
事
実
関
係
の
確
認
を
踏
ま
え
、
以
下
の
と
お
り
判
断
す
る
。
 

（
１
）
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
業
務
委
託
に
係
る
セ
ン
タ
ー
の
契
約
違
反
に
つ
い
て
 

支
出
負
担
行
為
等
、
契
約
に
係
る
財
務
会
計
上
の
手
続
を
確
認
し
た
結
果
、
福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和
39
年
福
 

岡
県
規
則
第
23
号
）
等
に
の
っ
と
り
適
正
に
な
さ
れ
た
契
約
で
あ
り
、
違
法
、
不
当
な
点
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

一
方
、
名
刺
及
び
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
提
供
に
至
っ
た
経
緯
や
提
供
時
の
状
況
は
、
請
求
人
と
セ
ン
タ
ー
の
間
 

で
主
張
が
食
い
違
っ
て
い
る
が
、
セ
ン
タ
ー
職
員
が
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
職
員
に
相
談
者
の
希
望
を
伝
え
、
 

マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
職
員
が
名
刺
及
び
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
請
求
人
に
渡
し
た
行
為
は
、
契
約
書
第
８
条
１
 

項
の
秘
密
保
持
の
違
反
、
「
委
託
業
務
仕
様
書
」
６
そ
の
他
の
６
番
目
の
「
・
」
の
条
項
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
 

る
営
業
活
動
に
繋
が
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
 

（
２
）
契
約
違
反
の
事
実
を
伝
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
県
が
委
託
契
約
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
公
金
の
支
出
の
見
直
し
 

 
 
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
 

本
件
業
務
委
託
契
約
書
第
21
条
及
び
第
22
条
に
お
い
て
は
、
「
債
務
不
履
行
が
当
該
契
約
及
び
取
引
上
の
社
会
 

通
念
に
照
ら
し
て
軽
微
で
な
い
場
合
」
や
「
受
注
者
が
発
注
者
と
の
信
頼
関
係
を
破
壊
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
 

で
あ
る
と
き
」
等
の
場
合
に
の
み
契
約
解
除
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
 

本
件
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
職
員
へ
の
聴
取
、
相
談
記
録
等
の
確
認
の
結
果
、
セ
ン
タ
ー
職
員
は
、
請
求
人
 

の
名
字
、
電
話
番
号
及
び
年
齢
情
報
（
50
代
）
以
外
の
個
人
情
報
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
 

ト
職
員
へ
は
、
こ
の
名
字
等
の
情
報
も
伝
え
て
い
な
い
な
ど
、
個
人
の
特
定
に
つ
な
が
る
情
報
の
流
出
は
認
め
ら
 

れ
な
か
っ
た
。
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ま
た
、
本
件
以
外
に
、
セ
ン
タ
ー
へ
の
相
談
者
に
つ
い
て
セ
ン
タ
ー
か
ら
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
連
絡
を
 

行
っ
て
い
た
事
実
も
確
認
さ
れ
ず
、
県
に
よ
る
指
導
直
後
の
２
月
４
日
に
セ
ン
タ
ー
内
の
周
知
徹
底
が
図
ら
れ
た
 

と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
今
回
の
セ
ン
タ
ー
職
員
の
行
為
に
よ
っ
て
マ
リ
ッ
ジ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
職
員
が
請
求
人
 

と
対
面
し
て
い
た
と
し
て
も
、
今
回
の
セ
ン
タ
ー
職
員
の
行
為
が
、
業
務
委
託
契
約
書
第
８
条
、
「
委
託
業
務
仕
 

様
書
」
６
そ
の
他
の
６
番
目
の
「
・
」
の
条
項
に
抵
触
す
る
と
し
て
、
契
約
を
見
直
す
ほ
ど
の
重
大
な
違
反
に
は
 

該
当
し
な
い
、
と
の
知
事
の
判
断
に
つ
い
て
は
不
当
と
は
言
え
な
い
。
 

（
３
）
結
婚
支
援
事
業
「
ふ
く
こ
い
」
に
お
け
る
結
婚
相
談
所
の
排
斥
条
項
の
設
置
に
つ
い
て
 

「
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
」
の
委
託
先
に
つ
い
て
は
、
結
婚
相
談
所
の
排
斥
条
項
を
設
置
し
て
い
る
事
実
は
 

な
い
。
ま
た
、
事
業
の
実
施
要
領
等
の
規
定
を
作
成
す
る
行
為
は
、
公
金
の
支
出
と
い
っ
た
、
法
第
24
2条
第
１
 
 
 
 

項
に
定
め
る
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
る
財
務
会
計
上
の
行
為
に
は
該
当
せ
ず
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
は

な
ら
な
い
。
 

 

上
記
の
と
お
り
、
令
和
７
年
度
「
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
」
に
係
る
業
務
委
託
契
約
の
締
結
及
び
公
金
の
支
出

に
つ
い
て
は
、
関
係
法
令
等
に
基
づ
い
て
適
正
に
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
お
り
、
契
約
の
条
項
に
違
反
す
る
と
疑
わ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
行
為
が
契
約
の
見
直
し
を
要
す
る
ま
で
の
重
大
な
契
約
違
反

に
該
当
し
な
い
と
い
う
知
事
の
判
断
に
つ
い
て
も
不
当
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
違
法
又
は
不
当
な
財
務
会

計
上
の
行
為
に
は
該
当
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。
 

よ
っ
て
、
本
件
請
求
の
う
ち
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
る
契
約
の
締
結
及
び
公
金
の
支
出
に
対
す
る
請
求
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
棄
却
す
る
。
 

ま
た
、
「
出
会
い
・
結
婚
応
援
事
業
」
に
お
け
る
結
婚
相
談
所
の
排
斥
条
項
の
撤
廃
に
つ
い
て
は
、
法
第
24
2条

第
１
項
に
規
定
す
る
住
民
監
査
請
求
の
対
象
（
財
務
会
計
行
為
）
で
は
な
い
た
め
、
却
下
す
る
。
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福岡県公安委員会規則第18号

　交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和７年10月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

　　　交番等の設置に関する規則の一部を改正する規則

　交番等の設置に関する規則（平成15年福岡県公安委員会規則第８号）の一部を次のよ

うに改正する。

　別表第１福岡県糸島警察署の部可也交番の項中「志摩初26番地８」を「志摩初２丁目

１番18号」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和７年11月１日から施行する。


